
令和２年度事業計画 

（令和２年４月１日～令和３年３月３１日） 

Ⅰ 会議 

１．定時総会開催（１回） 

２．理事会開催（１～２回） 

３．常任理事会開催（１２～２０回） 

４．各部委員会開催 

（１）総務部委員会 

（２）学術部委員会 

（３）地域歯科保健部委員会 

（４）長寿社会対策部委員会 

（５）渉外・広報部委員会 

（６）その他 

５．支部長会開催（１～３回） 

６．その他 

Ⅱ 事業 

１．歯科衛生に関する普及・啓発事業 

（１）歯科衛生普及、啓発のための活動 

内容 リーフレット等を作成し地域へ配布 

          健康教育の為の媒体作製 

（２）関連団体雑誌による広報活動 

内容 本会事業活動内容および歯科衛生啓発の広報 

実施回数 随時 

（３）マスメディア・インターネット活用による歯科衛生向上への

普及・啓発事業 

内容 ①ホームページ 

   ②新聞記事等 

          ③その他 

実施回数 随時 

２．歯科衛生に関する学術研究事業 

（１）各種学術団体・学会・講演会・研修会等への参加および学術

研究発表 

（２）歯科衛生推進フォーラム参加 

内容   歯科衛生推進フォーラム参加と報告 

実施回数 １～２回 

３．歯科衛生に関する研修会・講習会等の開催事業 

（１）本会主催講習会・研修会事業（会員外含む）  

     ①学術講習会 

       内容   歯科衛生士・資質向上のための各種講習会 

       実施回数 ２～３回 

       対象人数 １５０名程度 

      ②スキルアップセミナー 

内容   歯科衛生士業務の知識と技術の向上のための研

修会 

       実施回数 １～２回 



       対象人数 ４０名程度 

      ③各支部勉強会・研修会 

       内容   各支部における連携強化及び会員の資質向上の

ための研修会 

       実施回数 各支部年１回以上 

（２）他団体との共催・後援・合同研修事業 

４．地域歯科衛生に関する事業 

（１）休日・急患歯科診療協力事業 

内容   休日・祝日・年末年始に行われる休日急患歯科診

療の歯科衛生士業務全般 

実施回数 年５２回・年末年始・祝日等（岡山市歯科医師会・

倉敷歯科医師会） 

対象人数 １回１０～５０名 

（２）倉敷歯科医師会障がい者（児）診療事業への協力事業 

内容   障がい者の歯科治療・予防における歯科衛生士業

務全般 

実施回数 月４回 

対象人数 １回１０～２０名 

（３）各地域での他団体主催事業協力 

内容   歯科衛生に関する相談・指導・実技指導 

実施回数 １５～２０回程度 

対象人数 各回５０～５００名程度 

（４）母子歯科保健事業への協力 

内容   各地域の母子に歯科保健指導・フッ素塗布等実施 

実施回数 １５回程度 

対象人数 ２０～４０名程度 

（５）乳幼児・学童期における歯科保健事業 

内容   保育園・幼稚園・小学校における歯科保健教育 

実施回数 幼稚園・小学校 計４０か所程度 

対象人数 ２５００名程度 

（６）障がい者(児)における歯科保健事業 

内容   障がい者(児)に関する歯科保健支援 

実施回数 １～３回程度 

対象人数 ５０名程度 

（７）介護予防推進に関する事業への協力 

内容   各地域で開催される口腔機能向上のための健康

教室・個別指導 

実施回数 ５０回程度 

対象人数 各回１０～２０名程度 

（８）地域ケア個別会議への協力 

   内容   アドバイザーの派遣 

   実施回数 ８０回 

   対象数  １回につき４～５ケース 

（９）歯科衛生士派遣事業 

内容   各ライフステージにおける健康教室 

実施回数 ５回程度 

対象人数 各回２０～５０名程度 

５．歯科衛生を通じての社会活動に関する事業 

（１）県民公開講座 

       内容   県民を対象に口腔の健康づくりのための講習会 



       実施回数 １回 

      対象人数 ５０名程度 

（２）口腔ケア支援ならびに推進事業 

内容   県民(難病・心身障がい者等含む)への口腔衛生や

口腔機能の維持向上を目的とした歯科衛生活動 

実施回数 １～２回 

対象人数 ５０名程度 

    （３）災害支援歯科衛生士の育成と派遣 

       内容   ①災害支援歯科衛生士フォーラム 

            ②ブロック別・災害支援歯科衛生士フォーラム 

            ③災害時の派遣 

            ④被災者への支援 

６．その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

（１）組織運営に関すること 

①会計簿の維持管理・会費の徴収 

②会員動態把握と名簿の管理 

③入会案内手続き事務・会員福祉関係手続き他 

④その他 

（２）会員の連携強化・文化交流会・新入会員歓迎会 

内容   新入会員の親睦と文化交流会 

実施回数 １回 

対象人数 ５０名程度 

（３）会員・他団体への印刷物の発行等広報活動 

内容 ①対内広報活動 

           ニュースの発行 ６回程度 

   ②対内・対外広報活動 

           会誌発行 １回 

（４）組織の拡大強化に関する事業 

内容 ①日本歯科衛生士会中国四国ブロック連絡協議会へ

の出席 

②入会案内・説明会等の組織率強化事業 

    入会促進媒体（CD・資料パンフレット等）の作製 

    歯科衛生士養成校との連携 

   ③事業説明会 

（５）貢献会員の推薦ならびに表彰 

（６）関係団体との連携強化に関すること 

（７）定款諸規則の整備に関すること 

（８）事務局体制の整備・充実に関すること 

（９）災害時における体制の整備に関すること 

Ⅲ 監査（１～２回） 

 


